
労災保険関係再審査請求に係る医学的専門事項に関する業務委嘱要領

1 番嘱目的

労災保険の保険給付決定に係る再審査請求事件については､脳 ･心疾患や じん肺続発

症等と業務との因果関係をめぐる事案のように､労働問題に関する知識と医学的専門知

識が要衷される事案が増加 している｡

また､再審査請求事件については､･弁護人等の代理人がつく事件が増加 しており､原

処分庁や審査官が収集 した医革に対抗する新たな医証を提出する事も多くなってお り､
再審査請求事件の公正かつ迅速な裁決のためには､これら膨大な医証の分析 ･検討を的

確に行うことが強く求められているO

こうしたことから､労働問題に関する識見を有し､かつ､医学に関する学識経験を有

する者笹当事者が提出した医学的証拠等の書類や当審査会が収集 した医証等を分析 ･検
討させることにより､再審査請求事件の公正 ･円滑な処理に資することを目的とする｡

-2 委 嘱 内 容

前項の目的を達成するため､委嘱者は受託者に次の業務を行わさせるも.のとする｡
(i),再審査請求人､同代理人から提出された医証等の分析 ･検討

(2)原処分庁から提出された医証等の分析 ･検討

(3)審査官から提出された医証等の分析 ･検討

(4)労働保険審査会 (以下 ｢審査会｣という｡)で収愛 した医証等の分析 ･検討
(5)学説､臨床例､論文等に照らした問題点の整理

(6)その他(1)から(5)に関 し､審査会が特に指示する事項

3 委嘱業務の実施方法
(D 委嘱者は､受託者に本要領による受託の意志を確認するものとする.

(2)受託者は､｢承諾書 ｣を委嘱者に提出するものとする｡

(3)委嘱者は､｢承諾書｣により承諾 した者について委嘱通知書の送付をもって委嘱を

行うものとする｡

(4)受託者は､審査会の下で委嘱者が指示した ｢事案｣の医証を検討するものとする｡

(5)受託者は二重査会の下で業務を行ったときは､｢実績簿｣に捺印するものとする｡

4 受 託者 の資格

労働問題に関する級兄を有 し､かつ､医学に関する学識経験を有する者であること｡

5 委 嘱 の 停 止

委嘱者は､審査会からの報告に基づき､受託者が次の各号に該当すると認められるとき

は､委嘱を停止することができる｡

(1)受託者が業務を遂行する見込みがなくなったとき｡

(2)正当な理由がなく本要領に違反 した場合｡

6 守 密 義 務

受託者は､業務遂行上知ることのできた秘密を他にもらしてはならない｡また､その業

務遂行後といえども同様とする｡

7 そ の 他

本要領に定めのない事項については､その都度双方が協議 して定めるものとする｡



厚生労働省基発第 号

平 成 年 月 日

厚生労働省労働基準局長

殿

労災保険再審査請求事案に係る医学的専門事項

に 関 す る 業 務 め 秦 嘱 に つ い て (依 緒 )

謹啓 時下益々御酒東のこととお慶び申し上げます｡

卓さて､近時労災保険給付に係る再審査請求においては､再審査請求人に弁護士

が代理人につく傾和 こあること･から､医証等についても様々な角度から意見が出
されているところであり､当審査会としては医証の検討が不可欠となっておりま

す｡

つきましては､御多忙中誠に恐縮に存 じますが､貴殿に別添業務委嘱要領によ

る業務を委嘱 したく､格別の御協力をよろしくお願い申し上げます｡

なお､本件業務委嘱について御承諾いただける場合には､別添承諾書に所要事

項を御記入の上､御返送下さいますよう併せてお願い申し上げます｡

謹具



露頭 岳 当 巨塁≡

厚生労働省労働基準局長 殿

(氏 名 )

平成 年 月 日

印

労災保険再審査請求事案に係る医学的専門事項に関する業務の委痕について

(厚生労働 省基発欝 号平成 年 月 日付 け) を もって依頼の

ありました業務委嘱については､これを承諾 します｡

)



通 矢口 書

殿

労災保険再審査請求事案に係る医学的専門事項

に 関 す 畠 業 務 の 委 嘱 に つ い て

標記について､委嘱することとなりましたので通知致 します｡

平成 年 月 日

l厚生労働省労働基準局長
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厚 生労働省■労働基準局

加藤繁夫殿

労災保険再審査藷求事秦に係る医車的専啓事項

に関する褒務の泰嘱について(依緯)

謹啓 時下益々御酒栄P)とととお慶｡;申.し上げます｡

さて､近時労災保険給付に魚る再審査請求.に糾 ､ては､再審餐請求人に弁護士

が代理人豆っく横軸 .=あることから､琴鮭等についても様々な角度から意見が出

されているところであり､当審査会 と･しては医革の綾討が不可欠 とな-3･てお りま

す｡

∴つきま しては1御多忙隼誠に恐縮に存 じ嘉+:が::貴殿に別添菜簸委嘱賢額によ

る業務を委嘱 したく.､格別甲御臨カ をよろ L<くギ願や坤 し上げます ｡

なお､本俸乗務委嘱につV.＼て御承諾いただける場合には､別添承諾書に所要泰

琴を御記入の上､澗 遠道下 ぎいますよう華 やてお掛 ､申 し上げ掌れ :

.護具
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平 成 1 8 年 4 月 1 日

厚生労働省■労働基準･局

広一瀬.
徹也･.
殿

･
労災佐野再審査請求事案に探る医学的専門事項

に関する業務の委嘱について(･依頼)
～

謹啓 ･時下益 ･々御酒東の こととお唇 び申 し上げますO

きて､潜時労災保険給付に係 る再審査請求もとおいては､.再審査藷衆人に弁護主

が代理人につ く償向にあることから､医証等につレナても塵 々な角度から意見が出

されているところであ.91当審 査会上 しては医証の検討が不可欠●･tなってお りま

す｡

つきま しては､線多忙中誠に恐縮に存 じますが､賃 殿に別添菓務委嘱要領.ttよ

る業務を賓嘱 した く､格別の御 臨力を.tろ七 くお 願い申 し上げますO

･･なお､本件業務委嘱についで御承諾いただける琴倉科 ま†別添承諾 書に所要事

項 を髄索人の七､･.由返送下さいます よう 併せt･お殿中､申 し上げます｡

謹具



厚生労働省基発第040LO15号

平 成 1 8 年 -4 月 1 日

白 井 廉 正 殿

労災保険再審査請求事案に嘩 る医学的専門事項

に 関 す る 業 務.､の 委 嘱 に つ い て (依 頼~)

謹啓 時下益々御清栄の こととお慶び申-Li げますo

さて､近時労災保険給付に係 る再審査藷求においては､再轟査請求人に弁護士 ･

が代理人につ ぐ傾向にあるこ･とから､､医証容 についても様乍な角度から意郎 i出･

されて中､るところで あ り､当惑査会 としては直証の綾討が不可欠となづ七お●りま

す占

･つきま しては､御多忙中誠に恐縮に存 じ.ますが､貴殿に別節業務委嘱変額によ.

る業務 を委嘱 した く､.格別の御協力をよろ■しくお願い申 し上げ果す｡

なお 二本件業務委嘱について卸承諾-いただける場合には､別琴承諾書た所要事

項 を御 串本の土 御返送下さいます よ.う施せ てお顔 い申 し上げますO

･箆具･.










































